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　　 告　　 示
○高齢交益機能森林及び被害拡大防止森林の区域変更　　　　　　　　（森林整備課）　 �
○指定居宅事業所の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高齢保健福祉課）　 �
○定数漁業の許可申請期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（漁　 政　 課）　 �
　　 公　　 告
○地籍調査成果の認証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農村整備課）　 �
○土地改良事業施行の同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農村計画課）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○換地処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農地建設課）　 �
　　 登　 載　 依　 頼
○熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙に係る選挙運動費用収支報告書
　の要旨の公表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（選挙管理委員会）　 �

　告　　 示

熊本県告示第 483 号
　森林病害虫等防除法（昭和 ��年法律第 ��号）第 �条の �の規定に基づく高度公益機能
森林及び被害拡大防止森林の区域を変更したので、同条第 �項において準用する同法第 �
条の �第 �項の規定により当該資料を次の場所において一般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
　熊本県森林整備課並びに熊本県玉名地域振興局、熊本県阿蘇地域振興局、熊本県芦北地
域振興局及び熊本県天草地域振興局の林務課並びに熊本県球磨地域振興局森林保全課

熊本県告示第 484 号
　介護保険法（平成 �年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定により指定居宅サービス事業
所を次のとおり指定した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
【通所リハビリテーション】

熊本県告示第 485 号
　熊本県漁業調整規則（昭和 ��年熊本県規則第 ��号の �）第 �条第 �項及び第 ��条第 �
項の規定に基づき、許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のとおり定める。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　

平成 14年 6月 14日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  4  8号

 目　　次 

�����
第 1  0  8  4  8号

平成 14年 6月 14日（金）

（毎週　月・水・金発行）

指　定　年　月　日事　業　者　名事業所の名称及び事業所の所在地

平成��年�月�日本田　剛本田医院デイケアリハビリテーション

玉名郡岱明町大野下�������



１　 許可又は起業の認可をする漁業名称、漁業種類及び操業区域

２　 申請期間
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

　公　　 告

熊本県公告第 496 号
　熊本市ほか �村における地籍調査の成果を、国土調査法（昭和 ��年法律第 ���号）第
��条第 �項の規定により国土調査の成果として認証したので、同条第 �項の規定により、
次のとおり公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　

熊本県公告第 497 号
　玉東町長前田移津行から平成 ��年 �月 ��日付けで協議の竹の田地区土地改良事業（暗
渠排水）施行については、土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �項にお
いて準用する同法第 ��条第 �項の規定により、平成 ��年 �月 �日付けで同意した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　

熊本県公告第 498 号
　荒尾市長北野典爾から平成 ��年 �月 �日付けで協議の蓼口池地区土地改良事業（農業用
用排水施設）施行については、土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �項
において準用する同法第 ��条第 �項の規定により、平成 ��年 �月 �日付けで同意した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　

熊本県公告第 499 号
　大津町長荒木時彌から平成 ��年 �月 ��日付けで協議の大津東地区土地改良事業（農業
用用排水施設）施行については、土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �
項において準用する同法第 ��条第 �項の規定により、平成 ��年 �月 �日付けで同意した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
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操　　業　　区　　域漁　　業　　種　　類漁　　業　　名　　称

熊本有明海げんしき網漁業げんしき網漁業

熊本有明海、不知火海及び天

草有明海

えび流し網漁業流し網漁業

熊本有明海大目流し網漁業

熊本有明海小目流し網漁業

認 証 年 月 日
成果の

名称　
調査を行った地域調査を行った時期

調査を行った者

の名称　　　　

平成��年�月�日地籍図

地籍簿

小山町の一部平成��年度及び

平成��年度

熊本市

平成��年�月�日地籍図

地籍簿

尾ノ上一丁目、尾ノ上二丁目、

錦ケ丘及び上京塚町の全部並び

に京塚本町、上水前寺二丁目及

び神水二丁目の各一部

平成��年度及び

平成��年度

熊本市

平成��年�月�日地籍図

地籍簿

大字吉田の一部平成��年度及び

平成��年度

白水村

平成��年�月�日地籍図

地籍簿

大字宮山、布田の各一部平成��年度及び

平成��年度

西原村
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熊本県公告第 500 号
　県営浦川地区（第 �工区）土地改良事業（区画整理）施行に係る換地計画を定めたので、
次のとおり当該換地計画書の写しを縦覧に供する。
　利害関係人で異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して ��日以内に異議を
申し立てられたい。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
１　 縦覧の期間　 平成 ��年 �月 ��日から
　　　　　　　　 平成 ��年 �月 ��日まで
２　 縦覧の場所　 浦川土地改良区事務所
３　 縦覧に供する書類の名称
（１）�換地設計書
（２）�各筆換地明細書
（３）�精算金明細書
（４）�換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細書

　登載依頼

熊本県選挙管理委員会告示第 50 号
　公職選挙法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ���条の規定に基づき、平成 ��年 �月 ��日執
行の熊本県議会議員八代市選挙区補欠選挙の候補者から提出された収支報告書の要旨は、
次のとおりである。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県選挙管理委員会　 委員長　 宮　 本　 卓　 治　　
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